
（１）正確で分かりやすい情報発信
 商品の供給情報や悪質商法の事例、相談窓口等について、国や事業者団体等からタイムリーな情

報発信。 （身近な地方公共団体からの消費者への積極的な発信も期待）
 適切な情報を多様な消費者に届けるための手法の検討。

（２）消費者教育による平時からの備え
 正しい情報を見極め、適切に行動する能力の育成（情報リテラシー教育）。
 生活必需品の管理などの知識・能力の向上、物資の備蓄や緊急時のマニュアルの確認等の促進。
 不確かな情報を受け取った際、相談窓口への連絡を行うといった行動に移すことの重要性の啓発。

（３）消費者と事業者の信頼関係が失われないための取組
 意見を伝える際の適切な伝え方や、行き過ぎた言動の例を示すなどして消費者に対し注意を促す。
 消費者市民社会の考え方やエシカル消費について普及・啓発。消費者のエシカル消費の取組と、

事業者の消費者志向経営の取組が両輪となり、消費者と事業者が、連携・協働するパートナーへ。

（※）適正な消費者の声を抑制することのないよう配慮が必要。
（※）事業者側の雇用管理の観点からの取組も必要。

○緊急時における消費者行動について（概要）
消費者教育推進会議

日本国内では令和２年１月以降新型コロナウイルス感染症が拡大し、４月７日には、緊急事態宣言も発令された。このような中、消費者が正確な情
報を入手できず、新型コロナウイルス感染症や日用品等に関する不確かな情報をそのまま拡散させてしまう、不確かな情報に影響を受けて物資の買
いだめをしてしまうといった消費者行動を行う 、あるいは新型コロナウイルスに便乗した悪質商法が発生するなど消費生活上も様々な問題が生じた。
消費者教育の推進に関する法律第３条においても非常時に消費者が合理的に行動できるよう、知識と理解を深めることが重要とされているところ、

消費者庁においてアンケート調査を実施するとともに、10月19日の第28回消費者教育推進会議でも議論を行った。一連の調査・議論を踏まえ、消費
者教育を中心として必要と考えられる対応について整理した。

新型コロナウイルス感染症拡大時（緊急時）の消費者行動

消費者教育を中心として必要と考えられる対応

（注）アンケート調査結果等詳細は本文及び第28回消費者教育推進会議資料４を参照。
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